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平成24年（行ウ）第 11 7号発電所運転停止命令請求事件

原告 134名

被告国

証拠説 明書（ 1 0) 

平成27年9月 16日

大阪地方裁判所第2民事部合議2係御中

被告訴訟代理人 側下喜 j争
被告指定代理人 伊藤清 舎 （＼：
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小 西 弘 樹⑧
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松原崇 建設
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略語は準備書面の例による。

号証 標 日 原 作成 立証趣旨

（作成者等） ． 年月日

写

乙第59号証 「実用発電用原子炉に係る 写 H25.6. 19 発電用原子炉施設の設置（変

発電用原子炉設霞者の重大 更）許可申請者について，ア

事故の発生及ひ守広大の防止 クシデントマネジメント能力

に必要な措置を実施するた があらかじめ備わっているか

めに必要な技術的能力に係 などのソフト面に係る要求事

る審査基準jの制定につい 項が規定されていること。

て

（原規技発第1306197号）

（原子力規制委員会）

乙第60号証 「日本地球惑星科学連創車 写 日27 島崎発表は，津波波務規模の

合大会2015年大会一発表概 評価の観点から津波防災に係

要一j る指摘をするものであること

（原子力規制部安全規縦管 など。

理官（地震・津波安全対策

担当）付）

4 -


